
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

 平成２４年 ６月２８日 

 

愛 知 県 知 事 殿 

 

提出者 〒444-1314                   

   住 所 愛知県高浜市論地町５丁目１番地１０

氏 名 エヌティーテクノ株式会社 

                           代表取締役 内藤 隆義 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0566-52-0020         

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  エヌティーテクノ株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  愛知県高浜市論地町５丁目１番地１０ 

計 画 期 間  平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事 業 の 種 類  ３１ 輸送用機械器具製造業 

②事 業 の 規 模  製造品出荷額 １９，１２２百万円（平成２３年度） 

③従 業 員 数  ４３５人（平成２４年３月３１日時点、派遣含） 

 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

＜製品加工＞ 

●汚泥(固形状･ｽﾗﾘｰ状･濃縮) ⇒再生処理業者に委託再資源化（一部焼却）。

●金属くず（研磨粉）⇒再生処理業者に委託再資源化 

●廃油･廃油(濃縮) ⇒再生処理業者に委託再資源化。 

●廃ｱﾙｶﾘ･廃ｱﾙｶﾘ(濃縮)･汚泥(濃縮)･廃油(油含ｽﾗｯｼﾞ) 

⇒中間処理業者に委託、中和し再資源化。又は焼却。 

＜梱包廃材：木くず＞ ⇒再生処理業者に委託､チップとして再資源化。 

＜容器､がれき等＞  ⇒再生処理業者に委託し､再資源化。 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図）   

             

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】 ※別紙のとおり     

産業廃棄物の種類   

排 出 量   

①現状 （これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

【目標】 ※別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 

 

②計画 （今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 ※別紙のとおり 

  

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 ※別紙のとおり 

 

 

・産業廃棄物の削減化活動の展開 

・産業廃棄物管理状況の把握、 

社員、仕入先、請負業者への教育 

・産業廃棄物の管理、処理依頼 

ＩＳＯ事務局 

環境管理者 

(環境分科会) 

総務チーム

環境管理責任者 

各部門 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】 

産業廃棄物の種類    －    － 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
－ｔ ―ｔ 

①現状 
（これまでに実施した取組） 

 

対象のものなし 

 

 

【目標】 

産業廃棄物の種類    －     － 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 

     

   ―ｔ 
―ｔ 

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

 なし 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】  

産業廃棄物の種類    －     － 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
－ｔ    －ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
   －ｔ －ｔ ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

対象のものなし 

 

 

【目標】   

産業廃棄物の種類    －    － 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
―ｔ ―ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

 なし 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】 

産業廃棄物の種類     －    － 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

―ｔ ―ｔ 
①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

対象のものなし 

 

【目標】 

産業廃棄物の種類    －     － 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

―ｔ ―ｔ

 

②計画 

（今後実施する予定の取組） 

  

なし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】 別紙の通り 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

 ①現状 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（第５面） 

【目標】別紙の通り 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ

 ②計画 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



産業廃棄物の種類 汚泥（固形状） 金属くず（研磨粉）

排出量 １０５ｔ １８３ｔ

産業廃棄物の種類 汚泥（固形状） 金属くず（研磨粉）

排出量 １１９ｔ ２０７ｔ

　　取組）

・引き続き、汚泥（固形状）と金属くす（研磨粉）の２種類に

　分別し、処理します。

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（２３年度）実績】

（これまでに実施した取組）

②計画

・材料の削り代を減らし、研磨粉量を減らすようにしています。

【目標】

①現状

・引き続き、材料の削り代を減らし、研磨粉量を減らす

・汚泥（固形状）と金属くず（研磨粉）が混ざると金属くずの

　リサイクル処分が出来ないので、混ぜないように分別処理の

　ようにして行きます。

　教育をします。

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

　※第２面　一頁に記載ずみ

(第２面)

産業廃棄物の分別に関する事項

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・汚泥（固形状）と金属くす（研磨粉）の２種類に分別し、

　処理しています。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する



汚泥(濃縮ヘドロ) 汚泥(スラリー) 廃油 廃油(濃縮) 廃油(油含有切削ｽﾗｯｼﾞ) 廃アルカリ(濃縮) 廃アルカリ

８ｔ ５５ｔ １５６ｔ ９２ｔ ０ｔ １４４ｔ ９４ｔ

汚泥(濃縮ヘドロ) 汚泥(スラリー) 廃油 廃油(濃縮) 廃油(油含有切削ｽﾗｯｼﾞ) 廃アルカリ(濃縮) 廃アルカリ

　９ｔ 　６２ｔ １７６ｔ １０４ｔ ０ｔ １６３ｔ １０６ｔ

　関する取組） 　関する取組）

　分別に関する取組）

・特に実施することはありません。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に

　オイルスキマーで分別しています。

　

　分別に関する取組）

・特に実施することはありません。

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に

・特に実施していることはありません。

(これまでに実施した取組)

・特に実施していることはありません。

(今後実施する予定の取組）

・特に実施することはありません。

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

　ようにしていきます。

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び

　

①現状

【目標】

（これまでに実施した取組）

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に

・廃油については引き続き、上部の浮上油を分別しリサイクル化できる

・特に実施していることはありません。

（これまでに実施した取組）

(第２面)

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に

・特に実施していることはありません。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び

（今後実施する予定の取組） （今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（２３年度）実績】

関する取組)

関する取組）

・廃油については上部の浮上油をオイルスキマーで　取り出し、分別し、

　リサイクル可能な業者へ引取らせ、処理をしています。

・廃油については、引き続き、上部の浮上油をオイルスキマーで

　分別しリサイクル可能な業者への引取らせ、処理をします。

・廃油については、リサイクル化を可能とするために、上部の浮上油を

・特に実施することはありません。



廃プラスチック類 廃プラスチック類（混合） 油付廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 木くず(木製ﾊﾟﾚｯﾄ) ｶﾞﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ(陶磁器くず)

１５９ｔ ６ｔ ６ｔ ５ｔ ５ｔ

（これまでに実施した取組）

・パレットは樹脂製のものと木製のものに分別して

　処理しています。

・木製パレットは油付着とそうでないものと分別し、

　処理業者もそれぞれ違う引取ってもらうようにして

　います。

廃プラスチック類 廃プラスチック類（混合） 油付廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 木くず(木製ﾊﾟﾚｯﾄ) ｶﾞﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ(陶磁器くず)

１８０ｔ ７ｔ ７ｔ 　６ｔ ６ｔ

（今後実施する予定の取組）

・パレットは、引き続き、樹脂製のものと木製のものに

　分別して処理します。

・木製パレットは油付着とそうでないものと分別して

　処理業者もそれぞれ違う引取ってもらうように

　引き続きしていきます。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・木製パレットは、油付着とそうでないものに

　分別しています。 　分別しています。

・ガラス類は蛍光灯と別にしてします。

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び

　分別に関する取組）

・引き続き、木製パレットは、油付着とそうでないものに

　分別しています。

・引き続き、ガラス類は蛍光灯と別にしてします。

②計画

【前年度（２３年度）実績】

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【目標】

・引き続き、金属が多く含まれるプラスチックは廃プラスチック類と分別処理し、

(第２面)

①現状

②計画

　して頂くようにしています。

（今後実施する予定の取組）

・引き続き、消耗品の購入の際、梱包材を購入業者に返却等をして、再利用等を図って

　頂けるように交渉していきます。

（これまでに実施した取組）

・消耗品の購入の際、梱包材は購入業者に返却し、再利用等をして頂くように交渉して

　きたが、返却できていないものがあり、それを廃プラスチックとして処分しています。

・金属が多く含まれるプラスチックは廃プラスチック類と分別処理し、再資源化を

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・プラスチックについては、油が付着しているものと、いないもの。及び、金属を

　多く含むものは分別し、処理するように、社内教育とＰＲ活動を行っていきます。

　再資源化をして頂くようにしていきます。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・プラスチックについては油が付着しているものと付着していないものに

・プラスチックについては金属を多く含むものと分別しています。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

                                                                その１ 

（第４面） 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】  

産業廃棄物の種類 
汚泥（固形

状） 

金 属 く ず

（研磨粉） 

汚泥（濃縮

ヘドロ） 

汚泥（スラ

リー） 
廃油 廃油(濃縮)

廃油（油含有

切削ｽﾗｯｼﾞ） 

全 処 理 委 託 量 １０５ｔ １８３ｔ ８ｔ  ５５ｔ １５６ｔ  ９２ｔ  ０ｔ 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ    ｔ    ｔ    ｔ ｔ    ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１０５ｔ １８３ｔ   ｔ ５５ｔ  １５６ｔ ９２ｔ    ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ   ８ t  ｔ  ｔ  ｔ  ｔ 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ       t    ｔ    ｔ    ｔ    ｔ 

 ①現状 

 

（これまでに実施 

した取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属くず（研

磨粉）と分別

し、業者を 

分けて委託 

処理をして 

います。 

 

 

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

廃油の浮上油 

をオイル 

スキマーで 

汲み出し､ 

分別し、業者 

を分けて委託 

処理をして 

います。 

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

 

昨年度は、 

排出して 

いません。 

 

 

 

 

（第５面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
汚泥（固形

状） 

金 属 く ず

（研磨粉） 

汚泥（濃縮

ヘドロ） 

汚泥（スラ

リー） 
廃油 廃油(濃縮)

廃油（油含有

切削ｽﾗｯｼﾞ） 

全 処 理 委 託 量 １１９ｔ ２０７ｔ     ９t ６２t    １７６t １０４t ０t 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ

t t
           t

t

 

t 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１１９ｔ ２０７ｔ          t    ６２t   １７６t １０４t t 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ     ９t        t      t ｔ       t 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ          t          t            t ｔ          t  ②計画 

 

（今後実施する 

予定の取組） 

 

  

 

 

 

 

 

引き続き、 

金属くず 

（研磨粉）と

分別し、業者

を分けて委託

処理をしてい

きます。 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

 

 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

引き続き、廃油

の浮上油をオイ

ルスキマーで汲

み出し､分別し、

業者を分けて 

委託処理をして

いきます。 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

 

引き続き、 

排出しない 

ように取り 

組む予定で

す。 

 

 

 

※事務処理欄  生産量が２４年度は、前年度比約１１３％のため、廃棄物量もその割合で増える計画にしてあります。 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

                                                                その２ 

（第４面） 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

【前年度（２３年度）実績】  

産業廃棄物の種類 
廃アルカリ

(濃縮) 
廃アルカリ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

類 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

（混合） 

油付廃 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

木くず 

(木製ﾊﾟﾚｯﾄ)

ｶﾞﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 

(陶磁器くず) 

全 処 理 委 託 量 １４４ｔ   ９４ｔ １５９ｔ ６ｔ ６ｔ   ５ｔ  ５ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
   ｔ ｔ ｔ ｔ    ｔ ｔ ｔ 

再生利用業者への

処 理 委 託 量
  ｔ ９４ｔ １５９ｔ ６ｔ ｔ   ５ｔ   ５ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
１４４ｔ    ｔ ｔ ｔ ６ｔ    ｔ    ｔ 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

   ｔ
ｔ

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 
 ①現状 

 

（これまでに実施 

した取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

当社にとっ 

てよりよい 

委託先を 

探し、委託先 

を変更する 

などして 

きました。 

 

金属を多く 

含むものは、

廃プラスチッ

ク類とは分別

し、委託業者

も分けてきま

した。 

 

 

特に実施 

している 

ことは 

ありません。

 

 

 

 

木製ﾊﾟﾚｯﾄと 

と樹脂ﾊﾟﾚｯｯﾄ

に分別し、 

業者も分けて

委託処理して

きました。 

 

特に実施して 

いることは 

ありません。 

 

 

 

 

 

 

（第５面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
廃アルカリ

(濃縮) 
廃アルカリ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

類 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

（混合） 

油付廃 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

木くず 

(木製ﾊﾟﾚｯﾄ)

ｶﾞﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 

(陶磁器くず) 

全 処 理 委 託 量 
  １６３

ｔ
 １０６ｔ １８０ｔ ７ｔ ７ｔ  ６ｔ  ６ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
   ｔ  ｔ ｔ ｔ   ｔ ｔ ｔ 

再生利用業者への

処 理 委 託 量
  ｔ １０６ｔ １８０ｔ ７ｔ    ｔ ６ｔ ６ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

  １６３

ｔ
 ｔ ｔ ｔ ７ｔ  ｔ  ｔ 

 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

   ｔ  ｔ ｔ ｔ    ｔ   ｔ   ｔ  ②計画 

 

（今後実施する 

予定の取組）

 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

 

引き続き、 

当社にとっ 

てよりよい 

委託先を 

探し、委託先 

を変更する 

などして 

いきます。 

 

引き続き、 

金属を多く 

含むものは、

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

とは、分別 

し委託業者も

分けて 

いきます。 

 

 

 

特に実施 

することは 

ありません。

 

 

 

引き続き、 

木製ﾊﾟﾚﾂﾄと 

樹脂ﾊﾟﾚｯﾄに 

分別し、業者

も分けて委託

処理していき

ます。 

 

 

特に実施 

することは 

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄  生産量が２４年度は、前年度比約１１３％のため、廃棄物量もその割合で増える計画にしてあります。 

 


